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「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」 

の作成について（通知） 

 

 日頃から食育、健康教育の推進に御尽力いただき、感謝申し上げます。 

 標記の件について、別添のとおり作成しましたので、通知します。 

 つきましては、学校給食を実施していない県立学校におかれても、付記の内容

を踏まえ、食物アレルギーを持つ児童生徒の症状や各学校等の実態に応じてマ 

ニュアルの作成にお役立ていただくともに、食物アレルギーへの対応に係る体制

が充実するよう適切な御対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【担当及び電話】 

     教育局県立学校部保健体育課 

     学校給食担当（加納・松本） 

     Tel ０４８－８３０－６９６８ 

     健康教育担当（丹戸） 

     Tel ０４８－８３０－６９６３ 

 

 



（付 記） 
 
１ 全国の学校給食における食物アレルギー事例は、平成１７年度から平成２０

年度で８０４件発生しています※。また、学校生活の中で、初めてのアナフィ

ラキシー ※※を起こすこともまれではないとされています。本県においても、

食物アレルギーのある児童生徒は、平成２５年５月現在で全体（学校給食を実

施している公立学校の児童生徒）の３．７％で、９６．７％の学校に在籍して

おり、ほぼ全ての学校が、食物アレルギーの問題に直面しています。 

  （※ (独)日本スポーツ振興センター、学校の管理下における災害共済給付

事業） 

  （※※「アナフィラキシー」＝アレルギー反応の症状が複数同時にかつ急激

に出現した状態） 
 
２ 現在、アナフィラキシー等の重篤な症状を持つ児童生徒が在籍していなくて

も、新入学・転入学はもとより、学校生活の中で初めてのアナフィラキシーを

起こすこともまれではないとされていますので、全ての学校において、「学校

給食における食物アレルギー対応フローチャート」の作成をはじめとする校内

体制の整備が望まれます。 
 
３ この「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」は、一般的なケー

スを想定して作成したものであり、全ての場合にそのまま適用できるものでは

ありません。児童生徒や学校等の実情に応じて、適宜変更を加えて作成してく

ださい。 
 
４ 東京都調布市が公表した、平成２４年１２月に発生した死亡事故の検証結果

報告書では、事故の背景として、教職員全員による情報共有が十分でなかった

こと、事故前に校内研修が実施されていたとはいえ、研修に対する取組姿勢と

危機管理意識の欠如があったことが指摘されています。マニュアルの作成とと

もに、教職員による情報共有についても、徹底をお願いします。 
 
５ アレルギー対応に当たって、学校において教職員等の間で情報の共有を図る

場合等には保護者等の了解を得るなど、個人情報の取扱いに留意してくださる

ようお願いします。 
 
６ 学校給食のアレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に基づいて行う

ものです。「アレルギー疾患管理指導願」等を活用し、主治医等による診断等

の内容をできるだけ正確に把握した上での対応が望まれます。 
 
７ アドレナリン自己注射薬（エピペン）の処方を受けている児童生徒が在籍し

ている学校においては、保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当

該児童生徒の情報を提供するなど、日ごろから消防機関など地域の関係機関と

連携することとされていますので、御留意願います（平成２１年８月１８日付

け教保体第７２８号参照）。なお、この件については、埼玉県危機管理防災部

消防防災課長から、各市町村消防防災主管課長、各消防本部消防長宛にも通知

されています（平成２１年８月５日付け消第８２０－１号、第８２０－２号）。 

 

 



 

（参 考） 
 
○通知 

 ・「学校における『アレルギー疾患管理指導願』の活用について（通知）」（平成

２０年１０月２日付け教保体第９８８号） 
 
 ・「新年度の学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応等

について（通知）」（平成２５年３月２６日付け教保体第１２７３号） 
 
 ・「『救急救命措置の範囲等について』の一部改正について（通知）」（平成２１

年８月１８日付け教保体第７２８号） 

  （関連通知） 

   ・「『救急救命措置の範囲等について』の一部改正について（依頼）」（平成

２１年７月３０日付け２１ス学健第３号 文部科学省スポーツ・青少年

局学校健康教育課長） 

   ・「自己注射が可能なエピネフリン（別名アドレナリン）製剤を交付されて

いる児童生徒への対応について（通知）」（平成２１年８月５日付け消第

８２０－１号（各市町村消防防災主管課長宛）、第８２０－２号（各消

防本部消防長宛） 埼玉県機器管理防災部消防防災課長） 

   ・「自己注射が可能なエピネフリン（別名アドレナリン）製剤を交付されて

いる児童生徒への対応について」（平成２１年７月３０日付け消防救第

１６０号 消防庁救急企画室長） 

 

 

○食物アレルギーに関すること 

 ・「学校給食実施基準の一部改正について（通知）」平成２５年１月３０日 

   http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1332086.htm 
 
 ・「食に関する指導の手引－第一次改訂版－」平成２２年３月改訂  

   http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm 
 
 ・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」平成２０年３月  

   （公益財団法人日本学校保健会） 

   http://www.jaanet.org/patient/allergy/index.html 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1332086.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm
http://www.jaanet.org/patient/allergy/index.html









































